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ＵＳＳオートオークション規則 

 

第１章  総   則 

第１条(定義) 

ユー・エス・エスおよび同社の子会社の行うオートオークションをＵＳＳ

２．会員が登録参加契約を締結した株式会社ユー・エス・エスまたはその子会社を「Ｕ

３．株式会社カークエスト，株式会社ＵＳＳサポートサービスおよび株式会社ユー・エ

第２

ートオークションは，オークションによって，売手，買手間の中古車取引

の

第３

ンにおける出品，成約等のすべての取引は，ポス＆コンピ

ュ

第４

Ｓ事務局職員がこれを行う。 

第５条

には，ＵＳＳは一切の損害について責任を負わないものとする。 

① 

ラム等の障害ま

③ 者により本サービスへの妨害，システムへの侵入，情報改変等により本サービ

④ ム機器又はプログラム等の不具合が

第６条（データ著作権） 

る全てのデータの著作権はＵＳＳに帰属するものとする。 

利

 

１．株式会社

オートオークションと称する。 

ＳＳ」と称し，登録参加契約を締結していない株式会社ユー・エス・エスまたはその

子会社を「ｕｓｓ」と称し，「ＵＳＳ」と「ｕｓｓ」の総称をＵＳＳ（カギ括弧なし）

とする。 

ス物流については「ｕｓｓ」に含むものとする。 

条(目的) 

ＵＳＳオ

仲介を行い，もって中古車の流通を促進し，業界の発展に尽くすことを目的とする。 

条(オークションの方法) 

ＵＳＳオートオークショ

ータシステムによって処理されるものとし，会員はこのシステムによるすべての結

果を遵守しなければならない。 

条(オークショニア) 

オークショニアはＵＳ

（免責） 

以下の場合

コンピュータの故障，不具合等によるオークションの実施不能 

② 通信機器，通信回線，コンピュータ等のシステム機器またはプログ

たは瑕疵等によりオークションの開催が中断または遅延し，または開催不能となった

場合 

 第三

スに係る情報の授受が中断または遅延した場合 

 天災，地変その他の異常事態に起因してシステ

生じた場合 

１．オークションに関す

２．会員は，オークションに関するデータをみだりに外部に流出させまたは第三者に

用させてはならない。 



第２章  会員登録 

第７条（会員登録） 

る者は，株式会社ユー・エス・エスまたはその子会社に会員登録を

し

第

クションの会員は正会員と特別会員とする。 

第９

を満たす者で，ＵＳＳと登録参加契約を締結した者を正会員とする。 

２．前項にかかわらず，過去５年以内に破産宣告を受け，民事再生手続開始，会社整理

第１

に認めた会員を特別会員とする。 

めるものとし，契約に定めな

第１

，登録の日から１年とする。 

第１

前までに，当事者双方のいずれからも異議の申立のない場合には，

登

第

結した者は，「ＵＳＳ」に対して登録保証金を預託しなければなら

２．登録保証金の額は１０万円と定める。 

して負担する一切の債務を担保するものとし，

５ は，「ＵＳＳ」の指定した

６ 案して，登録保証金の額を変更

 

会員になろうとす

なければならない。 

８条(会員の種類) 

ＵＳＳオートオー

条(正会員) 

１．下記の要件

① 中古自動車取扱古物許可証を所持する中古車業者であること 

② 常設の営業所を有し，現に営業活動を行っていること 

等の経歴がある者，過去に刑事事件で有罪の判決を受けた者（法人会員の場合は代表

者または取締役が刑事事件で有罪判決を受けた場合も同様とする），その他ＵＳＳが会

員としてふさわしくないと判断した者は会員となることができない。 

０条（特別会員) 

１．「ＵＳＳ」が特別

２．特別会員の権利義務については，別途契約をもって定

い事項については本規則による。 

１条(登録期間) 

会員の登録期間は

２条(登録の更新) 

登録期間満了３か月

録参加契約は更に１年間更新されるものとし，その後も同様とする。 

１３条(登録保証金) 

１．登録参加契約を締

ない。 

３．登録保証金には利息は付さない。 

４．登録保証金は，会員が「ＵＳＳ」に対

会員が本規則にもとづき「ＵＳＳ」に対して負担する債務につき不履行がある場合に

は「ＵＳＳ」は登録保証金との相殺ができるものとする。 

．前項の相殺により登録保証金の金額が不足するに至った時

期日までに当該不足額を補填しなければならない。 

．「ＵＳＳ」は，会員のオークション取引の状況等を勘

することができる。その場合，会員は，即時に追加保証金を預託しなければならない。 



第１

対して負担する債務と登録保証金とを相殺することはできない。 

第１

メンバーカードおよびＩＤカードの返還と引換えに会員に

２．退会時に「ＵＳＳ」に対して負担する債務が存するときは，当該債務と保証金とを 

第１

た会員に対してメンバーカードおよびＩＤカー

２．会員は，ＵＳＳオートオークションに参加する場合にはメンバーカードおよびＩＤ

３ ついては，１

第１７条(メンバーカード，ＩＤカードの紛失) 

た会員は，「ＵＳＳ」に対して再交付手数

２

 

第３章  会員の権利義務 

第１８条(会員の権利) 

ＳＳオートオークションに車両を出品し，またはオークションに

お

第

て落札限度額を設定することができる。 

消するまでの

第２

に付随する諸規程を遵守しなければならない。 

４条(相殺の禁止) 

会員は，「ＵＳＳ」に

５条(登録保証金の返還) 

１．登録保証金は，退会時に

返還する。 

相殺し，なお残金があるときはその残金を返還するものとする。 

６条(メンバーカード，ＩＤカード) 

１．「ＵＳＳ」は，登録参加契約を締結し

ドを交付する。 

カードを携行しなければならない。ＵＳＳはメンバーカードおよびＩＤカードを携行

しない会員に対してオークションへの参加を拒否することが出来る。 

．メンバーカードの交付については原則１会員１枚とし，ＩＤカードに

会員３枚までとする。 

１．メンバーカードまたはＩＤカードを紛失し

料を支払わなければならない。再交付手数料の額については別に規則をもって定める。 

．メンバーカードまたはＩＤカードを紛失した会員は，これによって生ずる一切の損

害を負担するものとし，ＵＳＳは一切の責任を負わない。 

 

 

会員は，すべてのＵ

いて車両を落札することができる。 

１９条(会員の権利の制限) 

１．「ＵＳＳ」は，会員につい

２．会員が第４０条に定める車両代金の支払を遅滞した場合は，遅滞が解

間は，オークションにおいて出品車両を落札する権利を有しないものとする。 

０条(規則等遵守義務) 

会員は，本規則及びこれ

 

 

 



第２１条（通知義務） 

に変更が生じた場合には，速やかに「ＵＳＳ」に対して届け出な

け

 

 

の保証能力 

第２２条(禁止行為) 

める行為をしてはならない。 

① ず，出品店と談合によって取引する

② クションにおいてセリ価格を操作するため談合をすること 

ること 

すること 

第２

に該当した場合には，ＵＳＳは当該会員に対してその違反の程度に応じ

①

，軽率，不十分な調査のままＵ

④ い行為のあったとき  

２

信等の停止 

加停止 

３. 除名の場合，当該会員から預託された登録保証金については，没収するものとする。 

会員は，下記の事項

ればならない。 

① 住所，電話番号

② 主たる事業所 

③ 代表者 

④ 取引銀行

⑤ 連帯保証人

⑥ 商号，屋号 

会員は，以下に定

 出品車両(流れ車を含む)をオークションによら

こと 

 オー

③ オークション会場の平穏を乱しまたはオークションの進行を妨げ

④ 会員名義を貸与しまたはメンバーカードを貸与すること 

⑤ 会員以外の者を伴ってオークション会場に入場すること 

⑥ オークション情報等を転用しまたは会員以外の者に開示を

⑦ その他本規則に違反する行為を為すこと 

３条(罰則) 

１．会員が下記

て資格審査委員会の裁定により，第２項所定の罰則を科することができる。 

 本規則その他ＵＳＳが定める規則に違反したとき 

② 会員がＵＳＳへ車両代金等の支払を遅延したとき 

③ 会員が，権利のないことを容易に知り得べきなのに

ＳＳに対し訴訟を提起し，敗訴したとき 

 その他ＵＳＳの会員としてふさわしくな

⑤ ３年以上オークションでの取引がないとき 

．罰則については下記に定めるとおりとする。 

① 落札限度額の制限 

② オークション情報配

③ ペナルティの支払 

④ オークションへの参

⑤ 除名 

 



第２４条(登録参加契約の解除) 

は，「ＵＳＳ」は，催告を要せず登録参加契約を解除する

こ

民事再生手続開始，会社整理開始，特別清算開始，会社更生手続開始

② 他一般の支払を停止したとき 

権につ 

第２５

当する場合に限り，第三者に対し会員の個人情報および取引情報

 該会員の同意があったとき 

の他の公共機関からの開示

③ ョン取引について紛争が生じた場合で，ＵＳＳの裁定が不調に

  ④ が，紛争の解決およびオートオークションの公正な運営を行うため，

 

第４章  手数料 

第２６条(手数料) 

Ｓオートオークションに車両を出品しまたは車両を落札したときは，

２

 

第５章  出品・落札 

第２７条(出  品) 

下の定めるところに従いすべてのＵＳＳオートオークションに車両を 

出

に応じて出品車両の台数，車名，年式，型式を制限すること 

が

会員が下記に該当した場合に

とができる。 

① 会員が破産，

の申立てを受け，または申立てをしたとき 

 会員が，手形，小切手を不渡りとし，その

③ 会員がＵＳＳに対して有する債権を他に譲渡または担保に供したり，この債

いて他より差押，仮差押，仮処分等を受けたとき 

条（情報開示） 

  ＵＳＳは，下記に該

を開示できるものとする。 

① 開示することについて当

② 法令等に基づき，裁判所，捜査機関，弁護士会およびそ

請求があったとき 

 会員間にオークシ

終わったとき 

 その他ＵＳＳ

情報開示が妥当と判断したとき 

 

 

１．会員が，ＵＳ

当該オークションを主催したＵＳＳに対して手数料を支払わなければならない。 

．手数料の種類，金額，支払期日，その他の内容は別に規則をもって定める。 

 

 

会員は，次条以

品することができる。 

ただし，ＵＳＳは，必要

できる。 

 



第２８条(出品店の整備義務) 

に際してはエンドユーザーの立場に立って車両の点検整備

を

第

用紙に必要事項を記入し，車両の搬入をもって行う。 

３．出品店は，虚偽の記入，申告漏れ，誤記入等による申込みによって生ずる全ての問

第３

準に適合したものでなければならない。ただし，ＵＳＳが出品

①  

と 

車両であること 

備していること 

２．ＵＳＳは，前項にかかわらず，別途規則をもって，出品車両の種類，品質に応じた

第３

，ＵＳＳにおいて整備を行った場合には，出品店

は

第

ション開催日前日または当日のＵＳＳが定めた時間までに搬入

２．オークション開催日の前日のＵＳＳが定めた時間以降に搬入された車両については

３．当日扱い出品車両については，当日出品車両リストに記載する。 

ばならない。 

会員は，車両の出品をする

十分に行なわなければならない。 

２９条(出品申込と誠実義務) 

１．出品の申込は，所定の申込

２．会員は，出品・落札規程の定めるところに従い，出品車両の車歴，仕様，品質，瑕

疵の程度等必要事項を正確かつ誠実に申告しなければならない。 

題について責任を負わなければならない。 

０条(出品車両基準) 

１．出品車両は下記の基

を認めた車両についてはこの限りではない。 

 一般走行，安全走行ができる車両であること

② 完全な所有権の移転が可能である車輌であるこ

③ 事故車または粗悪車でないこと 

④ 走行可能なバッテリーを積載した

⑤ 燃料１０リットル以上の補給があること 

⑥ 車両の室内外が清掃済みであること 

⑦ スペアタイヤ，ジャッキ等の工具を具

オークションを開設することができる。 

１条(基準違反車両の整備手数料) 

出品車両が前条の基準に反するため

整備に要した実費を負担するほか，別に規則をもって定める整備手数料を当該オーク

ションを主催したＵＳＳに支払わなければならない。ただし，ＵＳＳが基準違反である

ことを認めて出品した車両についてはこの限りではない。 

３２条(出品車両搬入) 

１．出品車両は，オーク

しなければならない。 

当日扱い出品車両と見なす。 

４．出品車両の搬入は，ＵＳＳの指定する位置に駐車して行なわなけれ

５．ＵＳＳへ車両を搬入した以後は出品を撤回することはできない。 

 

 



第３３条(落札店の車両確認義務) 

ては十分な下見を行い，さらに落札後もクレーム申告

２．クレーム申告期限については別に規則をもって定める。 

第

終価格とする。ただしＵＳＳは，セリ最終価格が出品店の希望する

最

第

ＳＳに対して所定の出庫票を提出して行う。 

出しなかった場合には，当該車両を再出品

５ 出しなかった場合には，別に規則をもって

６

７．会員は，車両の搬出に際しては，間違った車両を搬出しないよう，十分に車両の確

た場合，会員は，原状回復に要する費用その他それに

伴

第３

当した場合は，車両の搬出を禁止することができる。 

①

とき 

 

第３

ついて譲渡書類をオークション開催日の翌日から７日以内に

２．ＵＳＳは，譲渡書類を，当該オークションで落札したすべての車両代金を受領する

３．落札店は，譲渡書類を受領した後は，ＵＳＳが別に定める日までに登録の手続を完

１．会員は，車両の落札に当たっ

期限内に当該車両とオークション出品票との相違がないことを再度確認しなければ

ならない。 

３４条(落札価格) 

落札価格はセリ最

低価格に達しない場合は，落札を認めないことができる。 

３５条(車両の搬出) 

１．車両の搬出は，Ｕ

２．搬出期限は，別に規則をもって定める。 

３．搬出車の燃料は搬出店の負担とする。 

４．出品店が所定の搬出期限まで流札車を搬

したものと見なす。この場合においては，出品店は出品手数料を再度支払うとともに

代行手数料を支払わなければならない。 

．落札店が所定の期限までに落札車両を搬

定めるペナルティを当該オークションを主催したＵＳＳに支払わなければならない。 

．落札車輌のうち運輸支局または軽自動車検査協会以外の登録，または登録のない車

両の搬出については，入金後の搬出とする。 

認を行わなければならない。 

万一，間違った車両を搬出し

う損害を負担するものとする。 

６条（車両の搬出禁止） 

ＵＳＳは，会員が下記に該

 ＵＳＳに対する債務を不履行しているとき 

② 会員の信用が低下しているとＵＳＳが認めた

③ 会員が，その与信限度を超えて車両を落札したとき

④ 会員に，第２４条に規定する事実が存するとき 

７条(車両の譲渡書類) 

１．出品店は，成約車両に

当該オークションを主催したＵＳＳに交付しなければならない。 

のと引換えに落札店に引き渡す。 

了しなければならない。 



４．落札店は，登録を完了した場合には，ＵＳＳが別に定める期限，方法に従い，その

第３

部の引渡しを遅延した場合には，当該出品店は，

２

第

類の全部または一部を紛失し，あるい

は

 

第６章   車両代金等の決済 

第４０条(落札店の車両代金等の決済) 

落札手数料，自動車税相当額等を，オークション

２．落札店は，落札車両に対するクレームが存する場合でもその解決とは別に，前項の

３．落札車両の所有権は，落札店が第１項により落札代金を支払ったときに落札店に移

４ 払いを遅延した場合，ＵＳＳは当該車両の名義をＵＳＳへ移転

５ 諾なしに売却することができるものと

第４

，当該出品店に係る成約車両全部の譲

２ の債務を負担している場合

旨をＵＳＳに通知しなければならない。 

８条(譲渡書類遅延のペナルティ) 

１．出品店が譲渡書類の全部または一

遅延日数に応じたペナルティを落札店に支払わなければならない。 

．ペナルティの額については別に規則をもって定める。 

３９条(譲渡書類紛失または失効のペナルティ) 

落札店が，落札車両について引渡された譲渡書

その効力を失効させた場合には，別に規則をもって定めるペナルティ等を出品店に支

払わなければならない。 

 

 

１．落札店は，落札車両の車両代金，

の開催日から７日以内に当該オークションを主催したＵＳＳに持参または送金して支

払わなければならない。 

期間内に落札車両の車両代金，落札手数料，自動車税相当額等を支払わなければなら

ない。 

転するものとする。 

．落札店が第１項の支

することができるものとし，落札店は予めこれに同意するものとする。この場合，登

録費用，自動車税等は落札店の負担とする。 

．前項の場合，ＵＳＳは当該車両を落札店の承

し，その売却代金を落札車両代金等へ充当することができる。 

１条(出品店に対する成約車両代金等の支払) 

１．出品店に対する成約車両代金等の立替払いは

渡書類の引渡された日の翌営業日に当該オークションを主催したＵＳＳが行う。ただ

し，当該オークションの取引に不正の疑いがある場合，落札店から成約車両に関して

クレームの申立がある場合は，この限りではない。     

．出品店が，ＵＳＳに対して手数料，落札車両代金その他

には，ＵＳＳは成約車両代金の支払に際し，当該債務と相殺して決済することができ

る。 



３ 車両について運輸支局または軽自動車検査協会以外の登録，または登録のない

第４２条(自動車税相当額)  

開催月の翌月分（軽自動車は翌年度分）以降の自動車税相

２．自動車税相当額の精算については別に規則をもって定める。 

第７章  両損害等 

第４３条（天災，地変等による車両損害） 

れた車両について，搬出までの間に，天災，

２．ＵＳＳオートオークション会場内において，事故が発生し，それにより車両の損害

３．ＵＳＳの責に帰さない事由によって，ＵＳＳオートオークション会場内の下見の際

４．ＵＳＳオートオークション会場内において，事故が発生した場合は，会員は，速や

第４

ン会場内において，車両の盗難事故が発生した場合は，競

２．盗難による部品損害については，標準装備品および装備が出品票に明記されたもの

 

．成約

車両の場合，出品店に対する成約車両代金等の支払いについては，落札店から当該オ

ークションを主催したＵＳＳへ当該落札車両代金の支払いがなされた翌営業日に行う

ものとする。 

１．落札店は，オークション

当額を負担する。 

 

 

車

 

１．ＵＳＳオートオークション会場に搬入さ

地変，その他のＵＳＳの責に帰すことのできない事由によって車両に故障その他の損

害が生じた場合には，ＵＳＳは一切責任を負わないものとする。 

が生じた場合も前項と同様とする。 

に生ずる車両事故については，ＵＳＳは一切責任を負わないものとする。  

かにＵＳＳに事故の発生を連絡しなければならない。 

４条（盗難事故と損害） 

１．ＵＳＳオートオークショ

り前および流札車両についてはＵＳＳオートオークションにおける取引価格とし，競

り後の車両については落札価格をもって損害の限度とする。 

に限るものとし，中古部品時価相当額をもって損害の限度とする。 

 

 

 

 

 

 

 



第８章  契約の解除 

第４５条（契約の解除） 

について下記の事由が存することが判明したときは，催告を要

所定の期限までに当該オークションを主催した

② するために完全な所有権の移転ができないとき 

両であることが判明した

⑤ クション出品票の記載と当該車両の品質との間に重大な相違が存するとき 

２．契約解除の要件等の詳細については別に規則をもって定める。 

第

られた時間内に限り，互いに相手方

に

第

によって当事者に生ずる損害につき，一切損害賠

償

第４８条（損害賠償金の代位弁済） 

の信用を保持するために必要であると判断した場合

２．ＵＳＳが前項により代位弁済をしたときは，ＵＳＳはその旨を出品店または落札店

３．出品店または落札店は，第１項によりＵＳＳが立替払いした金額について，立替払

   

第４

解除を希望する場合には，その旨を当該オークションを

主

 

１．落札店は，落札車両

せず契約を解除することができる。 

① 移転登録書類の全部または一部が

ＵＳＳに提出されなかったとき 

 落札車両について法的問題が存

③ 落札車両が災害車，接合車であることが判明したとき 

④ メーター改ざん（交換を含む）または走行距離が不明な車

とき 

 オー

⑥ その他落札車両に重大な欠陥があるとＵＳＳが認めたとき 

４６条(キャンセルペナルティの支払による解除) 

出品店または落札店は，オークション当日の定め

対して別に規則をもって定めるキャンセルペナルティを支払って当該車両の売買契約

を解除することができる。この場合においても，当事者双方は当該オークションを主催

したＵＳＳに対して成約手数料，落札手数料を支払わなければならない。 

４７条(契約の解除とＵＳＳの責任) 

ＵＳＳは，前２条による契約の解除

の責任を負担しない。 

１．ＵＳＳは，オートオークション

は，契約解除に伴い出品店または落札店が被った損害について，出品店または落札店

に代位して弁済することができるものとし，落札店，出品店は上記代位弁済について

予め承諾するものとする。 

に通知するものとする。 

いをした日の翌日から完済に至るまで年２０％の割合による遅延損害金を当該Ｕ 

ＳＳに支払うものとする。 

９条(契約解除の通知義務) 

出品店または落札店が契約の

催したＵＳＳに通知しなければならない。 

 



第５０条(契約解除と手数料の返還) 

にも，出品店に対して出品手数料，成約手数料を返

還

 

第９章  遅延損害金 

第５１条(遅延損害金) 

て負担する債務の支払を怠ったときは，年２０％の割合による遅

延

第１０章  代理受領等 

第５２条（成約車両代金） 

して有する成約車両代金その他の債権について，「ＵＳＳ」

２ る委任契約を解除する

３ ｓｓ」から成約車両代金等を受領したときは，直ちに会員に対し

４ により「ｕｓｓ」から成約車両代金を受領した場合には，本

第５

に対して支払うべき手数料，費用，車両代金その他

２ ることを予め承諾するものとする。 

の旨

第５４条（立替払金の弁済期） 

払いした会員の弁済期は，立替払いをした日の翌日とす

る

 

ＵＳＳは，契約が解除された場合

しない。 

 

 

会員がＵＳＳに対し

損害金を支払うものとする。 

 

 

 

１．会員は，「ｕｓｓ」に対

が会員に代わって「ｕｓｓ」から受領することを承認する。 

．会員は，「ＵＳＳ」の同意がない限り，前項の代理受領に関す

ことができない。 

．「ＵＳＳ」は，「ｕ

てその旨を通知する。 

．「ＵＳＳ」が，第１項

規則第４１条２項の定めるところに従い会員に支払うものとする。 

３条（費用等の立替払の承諾） 

１．「ＵＳＳ」は，会員が「ｕｓｓ」

本規則に従い会員が負担するべき一切の債務について，会員に代わって「ｕｓｓ」に

対して立替払いをすることができる。 

．会員は，「ＵＳＳ」が上記立替払いをす

３．「ＵＳＳ」が第１項により立替払いを実行したときは，速やかに会員に対してそ

を通知するものとする。 

前条の場合，「ＵＳＳ」が立替

。 

 

 



第１１章  紛争の処理 

第５５条(あっせん・仲  裁) 

取引に関して落札店と出品店との間に紛争が生じ，当事者

間

ＳＳの裁定に無条件で従わなければならない。 

第５

員とＵＳＳとの間に紛争が生じた場合には，当該ＵＳＳの本店所在

地

第

れに付随する諸規程の改定告知については，ＵＳ

２ ，上記場内掲示およびホームページの掲載内容を常時確認しなければならな

３ は，改定後の最初のオークション取引をもって第１項の規則の改定を承認をし

付  則 

施 行 

成８年１月１日から施行 

施行 

成２１年１月１日から施行 

   

 

ＵＳＳオートオークション

で調整がつかない場合には，ＵＳＳは双方の合意による申立に基づきあっせんまたは

仲裁の裁定を為すものとする。 

この場合には，当事者双方はＵ

６条(合意管轄) 

本契約に関して会

を管轄する裁判所のみを管轄裁判所とすることに当事者双方は合意するものとする。 

５７条（規則等の改定告知，承認） 

１．ＵＳＳオークション規則およびこ

Ｓの場内に掲示するとともに，開示するＵＳＳのホームページに掲載して行うものと

する。 

．会員は

い。 

．会員

たものとする。 

平

平成１０年１１月から施行 

平成１２年５月から施行 

平成１５年１０月１日から

平成２０年４月１日から施行 

平成２０年１２月１日改訂，平

                         

 

 

 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

出品・落札規程 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



出品・落札規程 

第１条（総則） 

ては，会員が参加したオートオークションを主催する株式会社ユー・エ

第

際しては，エンドユーザーの立場に立って車両の点検

第

に適合したものでなければならない。ただし，ＵＳＳが出品

  と 

車輌であること 

 

していること 

第

際して，オークション出品票に下記の事項を正確に記載し

  ① 業車，および教習車・道路公団等の特殊用途車） 

名，形状，グレード 

る等の理由から，車台番号が打ち直されたも

⑥  予備検査の有効期限（オークション開催月の翌月末日に満たない場合は記入する） 

  
ラー車については㎞で申告

⑨ ざん車（出品票注意事項欄にメーター改ざん車および推定走行距離を記

 

 

  本規程におい

ス・エスまたはその子会社をＵＳＳと称する。 

２条（出品店の車両整備義務） 

  出品店は，車両の出品をするに

整備を十分に行うものとする。 

３条（出品車両の条件） 

  出品車両は，下記の基準

を認めた車両についてはこの限りではない。 

①  一般走行，安全走行ができる車両であるこ

 ②  事故車または粗悪車でないこと 

③  完全な所有権の移転が可能である

④  走行可能なバッテリーを搭載した車両であること 

⑤  燃料１０リットル以上の補給があること 

 ⑥  車両の室内外が清掃済みであること 

 ⑦  スペアタイヤ，ジャッキ，工具を具備

４条（出品店の申告義務） 

  １．出品店は，車両の出品に

てこれを申告するものとする。 

  車歴（自家用，レンタカー，営

  ②  排気量，型式 

  ③  初度登録年，車

  ④  車検有効期限，登録番号，車台番号 

 ⑤  職権打刻（車台番号の識別が困難であ

のは記入する） 

⑦  走行距離，使用時間等，使用の経過が判断できるもの 
  ⑧  ㎞／マイル表示の別（国産車および輸入車の正規ディー

し，マイル表示のみの場合はマイル申告とする。なお単位指定の無いものは㎞申告

と見なす） 

  メーター改

入し，出品票走行距離欄には積算距離計の表示している走行距離を記入し「＊」を付

する） 



⑩  メーター交換車（認証，指定工場でメーター交換されたことを証する書面がある車

⑪ と

   ⑫ 場合は，元の色と色

   ⑬ ） 

ムＡＴ，シーケンシャル等） 

，クーラー等） 

ドレス等の別も記入する） 

入区分（並行車は記入する） 

つくモデル年式を記入する。ただし未 

   23  低グレードとなる特別装備限定車，地域限定車（ディーラー限定車） 

25  レスオプション   

凸，汚れ 

証のコピーがあれば車載する） 

みの場合のみ） 

２．オークション出品票に，前項７号に定める走行距離または使用時間等の記入がない

第５条（オークション出品票のその他記載事項） 

名義変更がされていない車両をいう。

た

両は、出品票注意事項欄にメーター交換車および交換日，交換時の走行距離を記入し，

出品票走行欄には交換前，交換後の合算した走行距離を記入し「＄」を付する） 
  走行不明車（メーター改ざん車，メーター交換車以外で記録簿等がなく，実走行

判断ができない車両は，出品票注意事項欄に走行不明車と記入し，出品票走行欄には

積算距離計の表示している走行距離を記入し「＃」を付する） 
  外色（できるだけカラー№で特定するものとし，色替えをした

替え後の色も記入する），内装色 

  燃料（ガソリン，軽油，ＬＰＧ等

   ⑭  シフト（フロア５，フロアＡＴ，コラ

   ⑮  ハンドルの位置（右，左） 

  ⑯  冷房（ＡＣ，ＷＡＣ，ＡＡＣ

   ⑰  タイヤの残り山，スペアタイヤの有無（スタッ

   ⑱  乗車定員（バンにおける二人乗り，三人乗りも記入する） 

   ⑲  機関・機構上の不具合，不足部品，規格外品装着等 

   ⑳  修復箇所 

   21  輸入車の輸

22  輸入車用年式(シリアルナンバー等で判断が

記入は不明として扱う） 

24  登録遅れ（マイナーチェンジまたはモデルチェンジ等のあった車両で，チェンジが 

あった日を含む月から６か月以上経過し，かつ年をまたいでいるもの。なお輸入車は 

除く） 

26  内装，外装のキズ，凹

27  改造の有無およびその内容（車検

28  災害歴及びその内容      

29  リサイクル預託金額（預託済

場合は，当該車両のメーターが表示する数値をもって走行距離または使用時間等とし

て扱うものとする。 

ワンオーナーとは，書類（詳細登録証明書）上，

だし，商品車登録（販売目的で古物許可証を持った法人および個人への登録），および

第三者への移転登録日と同日に抹消登録を行われた変更は除くものとする。 

 



第６条（福祉車両） 

について，中古車として売買される際に，対象装置の不良，欠品等

の

第

，バンパー等大型部品を付属して出品する場合，出品店は， 

第

等容易に車外へ持ち出せる部品，および整備手帳 

２．前項に定める整備手帳とは，メーカーが発行したもので，保証書が付してあるもの 

第９条（出品停止）  

す車両と判断した場合は出品を停止する。 

  ① 

通らないと認められる

③  一般走行，安全走行ができないと認められる車両（事故現状車，燃料漏れ車等） 

第１

   ト価格はオークション出品票の所定の欄に記入するも

２ スタート価格の差は最高４０万円を限度とする。なお，前記金額を超え

３

 

福祉車両の消費税

不具合が判断出来ないため，消費税を計上するものとする。但し，出品店による非課

税申告または，落札店による非課税申告に出品店が承諾した場合について，落札店は出

品店へ消費税相当額の支払いを免除されるものとする。 
７条（大型部品の送付） 

  タイヤ，アルミホイール

ＵＳＳに送付先を確認したうえ，送料を負担して直送するものとする。 

８条（整備手帳等の後日発送義務） 

１．リモコンスイッチ，ナビディスク

は出品店で保管するものとし，オークション開催日の翌日から７日以内に，譲渡書類 

と一緒にＵＳＳへ提出するものとする。 

をいう（保証期間が残っているものについては，保証継承できるものでなければなら 

ない）。 

ＵＳＳが下記に示

 所有権の移転について法的問題のある車両（盗難車等） 

②  道路運送車両法に定める保安基準に該当しないため，車検に

車両 

④  その他出品車両としてふさわしくないとＵＳＳが判断した車両 

０条（出品車両の価格調整） 

 １．出品車両の希望価格，スター

のとする。 

．希望価格と

る場合，コンダクターの権限でスタート金額を調整することができるものとする。 

．価格調整は，オークション当日，調整室において出品店自らコンダクターに申し出

て行うものとする。なお，出品店が不在の場合は，出品店から申し出のあった希望金

額の下２万円まではコンダクターの権限で落札処理することができるものとする。 

 

 

 

 

 



第１１条（キャンセルペナルティ支払による解除－買い間違い，売り間違い） 

方に対し 

２ いては、商談成立後２時間以内かつオークション終了

３．前項の契約解除の場合，当事者双方は，ＵＳＳに対して成約手数料および落札手数

４．前項のいずれの場合も出品料は出品店の負担とする。 

当該車両が落札店により搬

第１

は十分な下見を行い，さらに落札後もクレーム申告

第１３条（商談成約車） 

望する会員は，所定の用紙に必要事項を記入したうえ，商談の 

  ２．落札希望店が記入した希望購入価格を出品店が了解した時に成約があったものとす 

 

                                                      平成２０年３月１日改訂 

 １．成約後２時間以内かつオークション終了後１時間以内に限り，互いに相手

てキャンセルペナルティ５万円を支払うことによって，当該車両の売買契約を解除す 

ることができるものとする。 

．商談により成約した場合につ

後１時間以内に限り、互いに相手方に対してキャンセルペナルティ１０万円を支払う

ことによって，当該車両の売買契約を解除することができるものとする。 

料を支払わなければならないものとし，出品店が契約を解除する場合は，成約料およ

び落札料は出品店の負担とし，落札店が契約を解除する場合は，成約料および落札料

は落札店の負担とする。 

５．１項および２項の場合の落札店からの申し出について，

出がされている場合の解除はできないものとする。 

２条（落札店の車両確認義務） 

   会員は，車両の落札に当たって

期限内に当該車両とオークション出品票との相違がないことを再度確認しなければな

らない。 

 １．流札車両の購入を希

申込をするものとする。 

る。 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

検査規程  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



検 査 規 程 

第１章  総  

 

１条（総則） 

ては，会員が参加したオートオークションを主催する株式会社ユー・エ 

ス

第

動車を公平に安心して売買できるようにするために，ＵＳＳの認

２．落札店は，前項の評価を落札する際の参考にすることができるが，評価の相違につ

   

第２章  評価点および評価基準 

 

３条（評価点および評価基準） 

準は別表１のとおりとする。 

号に定めるところによる。 

要パーツ（フレーム，メンバー，ピラー，フロアパネル，インサイドパ

ネ

② 

受けたと思われるもの，およびそれに準ずる状態で著しく商品価値の下

落

③ 

その他の災害により下記の外観や機能に欠陥（車体の骨格にあたる部

位

イ クフロアパネ 

ロ 修正を要するもの 

 

    則

第

本規程におい

・エス又はその子会社をＵＳＳと称する。 

２条（検査の目的） 

１．ＵＳＳは，中古自

定した検査員が，出品店の申告内容に基づいて出品車両を検査し，以下の評価基準に

より評価するものとする。 

いて，ＵＳＳに責めを求めることはできない。 

 

第

１．出品車両の評価点及び評価基

２．第１項の内装補助評価基準は別表２のとおりとする。 

３． 本規程において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各

① 粗悪車 

ボディ主

ル、ルーフパネル等）が腐食穴などにより，車両状態が悪いもの，および安全走

行に問題があるとＵＳＳが判断したもの。または，海水などにより下回り等がひど

いサビ，腐食でボルト，ナットの締めつけや整備が不能になったもの 

災害車 

災害等を

が見込まれるとＵＳＳが判断したもので，冠水歴車（災害や自らの浸水により，

水または泥等に浸かったもの，およびそれに準ずるもの），消火剤散布歴車等 

修復歴車 

交通事故，

が損傷したもの）が生じた経歴があるとＵＳＳが判断したもの 

 フレーム，メンバー，インサイドパネル，カウルパネル，トラン

ルを交換，修正したもの，または修正を要するもの 

外面部分を除くピラーの交換，修正したもの，または



ハ ルーフパネルの交換，修正状態が粗悪なもの，または大きく修正を要するもの 

ホ

第４条

て接合車とは，他の車両の一部を接合して，アンダーボディまたはル

２

第

ピードメーターの取付状態から実走行距離と表示さ

れ

 

 

ニ ルームフロアパネルの交換，修正したもの，または修正を要するもの，またそ 

れに溶接接合されたパネルの交換，修正されたもの，または修正を要するもの 

 その他修正，補修の状態から交通事故歴，災害歴が疑われるもの 

 (接合車) 

１．本規程におい

ーフを変更したもの並びに，運転者室，および荷台，荷室，エンジンルームを延長ま

たは短縮されたものおよびそれに準ずるとＵＳＳが判断したものをいう。 

．接合車の取扱については，別途定めるところに従う。 

５条（みなしメーター改ざん車） 

出品車両について，当該車両のス

ていないとＵＳＳが判断した場合は，出品店の了解なしにメーター改ざん車とするこ

とができるものとする。ただし，出品店がメーター改ざんではないことを，証明した場

合はこの限りではない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（表１）評価点および評価基準表 

て満たすものを当該評価点数の車両とする。 

 走行距離 

 

内装補助 内外装の程度 その他 

 ＊各点数右欄記載の評価基準を全

 

点数

 評価  

Ｓ点 ,000 ㎞ 

ク 

ほとんど無傷， 

 

・初年度登録経過月数 12
 

10

未満 

Ａ 

ラン

・

無補修であるもの ヶ月まで 

６点 ㎞ ・

必要

および足回り

 

30,000

未満 

同上 

 

ほとんど無傷， 

無補修で，加修の

のないもの 

・エンジン

関係が良好であること 

・初年度登録経過月数 36
ヶ月まで 

５点 50,000 ㎞ 同上 ・目立たない傷，凹はあ

・外装部品の交換のない

および足回り

 

 

 

未満 

 

 

 

 

 

るものの，内外装とも

ほとんど加修の必要の

ないもの 

もの 

・エンジン

関係が良好であること 

 

 

4.5 点 100,000 ㎞ Ｂランク ・内外装とも軽微な補修  

未満 以上 をすることにより５点

に準ずるもの 

４点 150,000 ㎞ Ｃランク ・目立つ傷，凹，錆，焦  

 

 

未満 

 

以上 げ，破れが少々あり，

加修が必要と思われる

もの 

 

 

3.5 点  Ｄランク ・大小の鈑金や加修を必

・多数の焦げ穴，破れ等

 

以上 要とする所が数か所あ

るもの 

があるもの 

3 点  Ｅランク ・全補修，交換，張り替  

えを必要とするもの 

2 点 ・商品価値の低いもの，粗悪車等 

１点 ・冠水歴車，消火剤散布歴車等 
Ｒ点 ・修復歴車 

×点 ・極端な低年式車，レプリカ車，特殊車両等の評価の困難なもの 

 



（表２）内装補助評価基準表 

準のいずれかにあてはまるものを当該評価点数とする。  

評価                                         

 ＊各点数右欄記載の評価基

ただし，各評価点の評価基準の複数項目に該当するものについては，当該評価点数よ

り低い評価点とすることができる。 

点＊ 評価基準               

Ａランク 

 

加    修の必要がない，または必要性の低いもの                         

・ 目立たない小さな破れ，軽い焦げ，または簡単に取れる汚れ等が，全部

で２～３か所までのもの                                 

Ｂランク 

 

軽微          な加修を必要とするもの                                 

１．破れ，焦げ，擦れ，ビス穴が数か所あるもの        

２．焦げ穴，ダッシュボードのウキがあるもの        

３．簡単に取れる汚れがあるもの                   

Ｃランク 

 

下げるもの        加修を必要とするもの，または不具合内容が商品価値を

１．焦げ，焦げ穴，擦れ，破れ，目立つビス穴，ダッシュボードのウキ，

  ヒビ割れ等が多数あるもの                              

２．全体に汚れがあるもの       

Ｄランク 

 

                               大きな加修を必要とするもの      

１．多数の焦げ穴，破れ等があるもの                

２．ダッシュボードの大きく変形したもの                        

３．ひどい汚れがあるもの          

Ｅランク                              

    

 

 

全体に大きな加修を必要とするもの   

１．ダッシュボード等に目立つ大きなヒビ割れや，加工跡があるもの   

２．内装，シート等にひどい汚れ，破れまたはヘタリ等のあるもの     

３．室内に強い異臭があるもの    
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書類規程  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



書 類 規 程 

 

第１章 総則 

                                 

ては，会員が参加したオートオークションを主催する株式会社ユー・エ

第

当該オートオークションにおける名義変更および譲渡書類

第３条（軽自動車への適用範囲） 

る。ただし，軽自動車の性質がこれを許さないときは

こ

第２章 譲渡書類 

                               

とは，成約車両について道路運送車両法に定める新規登録，

第５条（譲渡書類の引渡期限） 

て，オークション開催日の翌日から７日以内に，譲渡書

  ２．ＵＳＳの長期休暇をはさんだ場合の譲渡書類の引渡期限については，別途定めるも

第６条（譲渡書類の有効期限） 

については，オークション開催月の翌月末日時点におい

  ２．有効期限が記入された委任状については，オークション開催月の翌月末日まで有効

  ３．出品店が，落札店に期間不足による早期名変ペナルティ金２万円を支払うことによ

      

第１条（総則） 

   本規程におい

ス・エスまたはその子会社をＵＳＳと称する。 

２条（本規程の適用範囲） 

    本規程は，会員が参加した

の扱いについて定める。 

本規程は，軽自動車にも適用す

の限りではない。 

 

 

        

第４条（譲渡書類の定義） 

   本規程において譲渡書類

移転登録，抹消登録に必要な書類および自動車損害賠償責任保険証明書，リサイクル預

託証明書（または預託金額が証明できる書類），納税証明書（オークション開催日翌月末

日迄，または第６条４項による名義変更期限迄に車検が満了する場合で，継続車検の取

得が可能なもの）をいう。 

  １．出品店は，成約車両につい

類をＵＳＳに提出しなければならない。 

のとする。 

  １．譲渡書類のうち印鑑証明書

て発行日より３ヶ月以内のものを提出しなければならない。 

なものでなければならない。 

り，落札店が期間不足の譲渡書類を承諾した場合には，出品店は譲渡書類の引渡をす

ることができる。 



  ４．出品票の所定欄に名義変更期限の記入があり，かつその期限がＵＳＳに譲渡書類が

第７

する場合には，予めその内容を十分に確認した上，ＵＳ

 ２．前項で定めた書類送付書の添付なき場合，または記入内容に相違がある場合，ＵＳ

  ３．落札店は，ＵＳＳより譲渡書類を受領するに際しては，その内容を十分に確認しな

第８条（自動車損害賠償責任保険） 

契約者の使用の本拠の所在地が沖縄県または離島で 

あ

第９条（リサイクル預託金） 

いてリサイクル料金預託済みの場合，リサイクル預託金額

 ２．落札店は前項の場合のみ，落札車両代金とは別に出品票の所定欄に記載されたリサ

 ３．出品票に申告されたリサイクル預託金額に過剰申告があった場合，落札店がオーク

  

第３章 譲渡書類の不備 

 

１０条（名義変更または抹消登録後の譲渡書類の提出義務） 

，当該車両については，

   ①

取扱が異なるもの 

，その取扱いについてはＵＳＳ

提出された日から２１日を超えている場合には第１，２項によらない。 

条（譲渡書類の確認義務） 

  １．出品店は，譲渡書類を提出

Ｓが指定した書類送付書に必要事項を記入して，提出しなければならない。 

Ｓは代筆または訂正ができるものとし，出品店は代筆または訂正された内容について

クレームの申し立ては出来ないものとする。 

ければならない。 

自動車損害賠償責任保険証明書の

るため，権利譲渡される契約者に追徴金が発生する場合，落札店がオークション開催

月の翌月末日迄にＵＳＳへ申告した場合に限り，出品店は，当該金額を落札店へ支払う

ものとする。 

１．出品店は，出品車両につ

を出品票の所定欄に申告をしなくてはならない。 

イクル預託金を出品店へ支払うものとする。 

ション開催月の翌月末迄にＵＳＳへ申告した場合に限り，出品店は，過剰金額の返金

をするものとする。 

 

第

  １．次の各号の一つに該当する車両を出品しようとする会員は

出品店名義に登録，または抹消登録した上で譲渡書類を提出するものとする。 

 当該車両の名義人が一般の支払を停止する等倒産状態にある場合 

   ② 差替または再交付が困難と思われる譲渡書類 

   ③ 名義人が死亡している車両 

   ④ その他地域により登録手続の

  ２．前項の出品店名義の譲渡書類が提出できない場合は

が裁定する。 



第１１条（車検有効期限の短い場合） 

が，オークション開催月の翌月末日に満たない車

  ２．落札店は，前項ただし書きの場合，オークション開催日当日中の別途定める時間内

第１２条（抹消登録の代行） 

満了日が，オークション開催月の翌月末日以上の車両につ

第１３条（譲渡書類の遅延ペナルティ） 

クション開催日の翌日から７日を超えた場合，

  ２．遅延ペナルティの金額は，オークション開催日の翌日から７日を超えた場合は金１

  ３．納税証明書等継続車検に必要な書類の遅延ペナルティについては，落札店からの催

  ４．譲渡書類が落札店に到着後に不足が発覚した場合の遅延ペナルティについては，落

  ５．譲渡書類が落札店到着後に不備が発覚し，そのために差替を要する場合の遅延ペナ

第１

ヶ月以上遅延した場合，落

  ２

 

  １．出品店は，車検有効期間の満了日

両については，抹消登録をしてから出品するものとする。ただし，出品店が移転登録

（継続）の方が良いと判断する車両についてはこの限りではない。 

に限り，抹消登録の依頼をＵＳＳを通じて出品店に対して請求することができるもの

とする。 

   落札店は，車検有効期間の

いて，別途定める金額を支払うことにより抹消登録の代行をＵＳＳへ申請することがで

きる。 

  １．出品店が，譲渡書類の提出を怠りオー

出品店は落札店に対して，遅延ペナルティを支払うものとする。 

万円とし，それ以降７日遅延するごとに金１万円を追加するものとする。 

告日より起算するものとする。なお，落札店による前記書類の請求期限については，

車検満了日より１ヶ月以内のものに限る。 

札店からＵＳＳへ催告のあった日より起算するものとする。 

ルティについては，落札店が差替書類をＵＳＳに提出した日より起算するものとする。 

４条（譲渡書類の遅延および紛失等によるキャンセル） 

  １．出品店が，譲渡書類の提出をオークション開催日より１

札店は契約を解除することができる。この場合，出品店は落札店に対して，キャンセ

ルペナルティ金１０万円に加えて第１３条所定の書類遅延ペナルティおよび陸送費，

加修費等ＵＳＳが相当と認めた費用（転売後の費用は含まない）を支払うものとする。 

．出品店において，書類を紛失する等により譲渡書類の提出ができないことが明かな

場合，出品店は契約を解除することができる。この場合，出品店は，落札店に対して，

キャンセルペナルティ金１５万円に加えて契約解除日までの期間の書類遅延ペナルテ

ィおよび陸送費，加修費等ＵＳＳが相当と認めた費用（転売後の費用は含まない）を

支払うものとする。 

 

 



第４章 名義変更 

 

１５条（名義変更の期限） 

いて，オークション開催月の翌月末日迄（または第６条４

  ２．落札店が，オークション開催月の翌々月の５日迄に前項の書類の写しを提出しない

第１６条（軽自動車の名義変更の特則） 

に旧名義人の納税義務消滅の手続を行うものと 

す

第１７条（名義変更の届出方法） 

た場合，車検証等名義変更を明らかにする書類の写し

  ２ うものとする。 

更遅延ペナルティを支払うものとする。 

以降，

第１９条（軽自動車の名義変更保証金および名義変更遅延ペナルティの特則） 

１万円を

２．落札店が，車検証等名義変更を明らかにする書類の写しを所定の期限までにＵＳＳ

３．落札店が，第１５条第１項所定の名義変更期限迄に移転登録または抹消登録手続を

 

第

  １．落札店は，落札車両につ

項による名義変更期限迄）に移転登録または抹消登録を完了するものとし，車検証等

名義変更を明らかにする書類の写しを開催月の翌々月５日までにＵＳＳに提出するも

のとする。 

場合は，ＵＳＳにおいて現在登録証明書にて確認手続（軽自動車を除く）を行うもの

とし，落札店はＵＳＳに対して現在登録証明証取得手数料金３千円（消費税別）を支

払うものとする。 

軽自動車については，名義変更と同時

る。 

  １．落札店は，名義変更が完了し

に開催回数と出品番号を明記してＵＳＳへ届け出るものとする。なお，ファックスで

届け出る場合は，到着の有無を電話にて確認しなければならない。 

．前項以外の方法による届出については，届出がないものとして取り扱

第１８条（名義変更遅延ペナルティ） 

  １．落札店は，出品店に対して名義変

  ２． 名義変更遅延ペナルティは金１万円とし，第１５条第１項所定の名義変更期限

書類の差替を必要とするものは差替書類をＵＳＳへ提出した日までの間，差替を必要

としないものは名義変更完了日までの間，７日遅延するごとに金１万円を支払うもの

とする。 

１．軽自動車については，落札店は，名義変更保証金として１台につき一律金

ＵＳＳに対して預託する。 

に提出するなど第１７条の定めを履践した場合，前項の保証金は，落札店に返還され

る。 

完了しない場合，または車検証等名義変更を明らかにする書類の写しが所定の期限ま

でにＵＳＳに提出されない場合等落札店が第１７条の定めに違反した場合，第１項の

保証金は没収され，出品店に支払われる。 



４．新年度の自動車税が旧名義人に課税された場合（３月開催は除く），落札店は，出品

 

 

第５章 自動車税相当額 

 

２０条（自動車税相当額の負担） 

当額についてオークション開催月分まで負担する。 

場合，ＵＳＳ

第２

翌月分から年度内の自動車税相当額の残額分をＵＳ

第２２条（自動車税還付請求権譲渡書類の提出） 

還付書類）を所持している場合は，譲 

２．還付書類の提出が無き場合については，出品店は，後日自動車税相当額等の精算に 

第２３条（自動車税相当額預託金の返金） 

札店から車検証等名義変更を明らかにする書

 ２

車以外）                   

店に対してさらに自動車税相当額および金２万円の名義変更遅延ペナルティを支払う。

第

  １． 出品店は，成約車両の自動車税相

  ２．自動車税相当額の精算についてはＵＳＳを介して行うものとする。 

３．ＵＳＳがあらかじめ設定した，自動車税相当額と実際の金額が異なる

は出品店および落札店へ再度精算をおこなうものとする。 

１条（自動車税相当額の預託） 

    落札店は，オークション開催月の

Ｓに対して預託するものとする。 

１．出品店は自動車税還付請求権譲渡書類（以下

渡書類と一緒にＵＳＳに提出するものとする。 

応じなくてはならないものとする。 

  １．自動車税相当額預託金は，ＵＳＳが落

類の写しを受領した後に，次項の定めに従い，出品店および落札店へ精算をおこなう。 

．自動車税相当額預託金の支払いおよび精算は次表のとおりおこなう。 

        「自動車税相当額預託金の支払いおよび精算」 （※軽自動

名義変更結果 精     算 

移 開催月の翌月分から年度内残額を落札店が負担する。  転 登 録 

抹 消  登 録 還付書類の添付がない場合に限り，自動車税相当額預託金のうち，抹消

登録月の翌月分から年度内残額相当分をＵＳＳが落札店に返還する。 

３ 月 中 登 録 

（３月開催分） 

開催翌年度分全額を自動車税相当額預託金からＵＳＳが落札店に返還

する。 

第２４条（自動車税 後日精算） 

抹消登録された場合において，還付書類の添付

２．前項の場合，還付書類の添付があっても自動車税の未納等で還付手続きができない

相当額の

１．移転登録が行われた後，同年度内に

がなく，落札店が抹消登録月の翌月５日までに車検証等抹消登録を明らかにする書類

の写しをＵＳＳに提出した場合は，出品店は，抹消登録月の翌月分から年度内残額相

当分を落札店に支払うものとする。 

場合は，出品店は，還付譲渡金額相当額を落札店に対して支払うものとする。 



第２

  した場合，出品店は，催告のあった日から７日以内に，自動

  ２．出品店が前項の期限を怠った場合，落札店に対して金１万円の遅延ペナルティを支

第２

クション開催年度分を出品店が負担するものと

す

 

第６章 譲渡書類の差替・再交付 

 

２７条（譲渡書類の差替請求） 

の失効，または書き損じをした場合，出品店に対して

  ２

に反した場

  ４．第１項による差替の場合，落札店は出品店に対して差替ペナルティとして書類１点

第２

失または盗難等により，譲渡書類（抹消書類に代わる書

  ２．落札店が，前項の書類を出品店に対して再交付請求する場合，ＵＳＳを通じて顛末

第２９条（名義人に対する直接請求） 

付請求の日から，差替については１ヶ月以内，再

交

 

５条（自動車税未納） 

 １．自動車税の未納が発覚

車税を納税した証明書（車検用）を提出しなくてはならない。 

払うものとし，それ以降７日遅延するごとに金１万円を追加するものとする。 

６条（軽自動車の自動車税の特則） 

軽自動車の自動車税については，オー

る。そのため，３月開催で翌４月名義変更分については，名義変更保証金のうち新年

度自動車税相当額を出品店に支払い，その残額を落札店に返還するものとする。 

 

第

  １．落札店が譲渡書類の有効期限

新たな書類の差替を求めることができる。ただし，落札店は差替を請求する際，ＵＳ

Ｓが求めた場合には，自動車保管場所証明書の写しをＵＳＳに提示することとする。 

．差替後の名義変更期限については，差替日より１ヶ月を目安とする。 

  ３．譲渡書類の差替手続は，全てＵＳＳを通じて行うものとする。万一これ

合には，落札店は，差替ペナルティの他に禁止行為によるペナルティとして金３万円

を出品店に支払うものとする。 

につき金２万円または差替に要する実費（領収書等で確認ができ，ＵＳＳが相当と認

めた費用）を支払うものとする。ただし、旧所有者（譲渡者，委任者）が記入をしな

くてはならない欄の書き損じをした場合については、免除するものとする。 

８条（譲渡書類の再交付） 

  １．出品店は，落札店から，紛

類も含む）の再交付請求があった場合には，再交付に努めなければならない。 

書を以て依頼するものとする。 

出品店が譲渡書類の差替または再交

付については２ヶ月以内に書類の差替または再交付しない場合，落札店は，直接名義

人に対して，移転登録手続等の請求をすることができる。 

 



第３０条（譲渡書類の再交付ペナルティ） 

，書類再交付を受けるのと引き替えに，出品

   

再交付ペナルティの金額 

  １．譲渡書類の再交付を請求した落札店は

店に対して，書類再交付ペナルティまたは再交付実費（領収書等で確認ができ，ＵＳ

Ｓが相当と認めた費用）を支払うものとする。 

 ペナルティの明細は下記のとおりとする。 

譲渡書類の種類 書類

抹消書類紛失の場合 １０万円 

その他の紛失 ６万円 

   

．出品店において譲渡書類再交付ができないことが明らかな事由がある場合には，前

  ３．出品店は自動車損害賠償責任保険証明書の再交付をする義務を負わない。 

は再交付実費（領収書等で確

認

額 

２

項のペナルティを支払う必要はないものとする。 

第３１条（軽自動車の譲渡書類再交付ペナルティの特則） 

軽自動車の書類再交付については，下記ペナルティまた

ができ，ＵＳＳが相当と認めた費用）を支払うものとするとする。 

譲渡書類の種類 書類再交付ペナルティの金

返納証明書紛失の場合 ５万円 

その他の紛失 ３万円 

 

第７章 その他 

 

３２条（担保設定等） 

保設定等があるため完全な所有権移転ができない場合、出品店

２．前項の申告期限については ，オークション開催日から６ヶ月以内とする。 

第

り報告等により，完全な所有権

２ 項の申告があった日から１ヶ月以内に瑕疵を治癒できない場合は，落札

３．第１項の申告期限については，オークション開催日から６ヶ月以内とする。 

 

第

１．落札車両について担

が当該担保等について申告があった日から１ヶ月以内にこれら担保を抹消できないと

き，落札店は契約を解除することができる。 

３３条（自動車リサイクル法における引取り報告等） 

１．落札車両について自動車リサイクル法における引取

移転ができない場合，出品店はその申告があった日から７日以内に瑕疵を治癒しなけ

ればならない。また，当該期限を遅延したとき，出品店は落札店に遅延ペナルティと

して金１万円を支払うものとし，それ以降７日遅延するごとに金１万円を追加するも

のとする。 

．出品店が前

店は契約を解除することができる。 



第

前に発生した交通違反等により，車検

２ の申告があった日から１ヶ月以内に瑕疵を治癒できない場合は，落札

３．第１項の申告期限については，オークション開催日から６ヶ月以内とする。 

第

いて名義変更前に交通違反，事故等（迷惑駐車含む）をおこし，

 

 

                           平成２０年３月１日改訂 

３４条（交通違反等による車検拒否について） 

１．落札車両について当該オークションでの成約

の取得ができない場合，出品店はその申告があった日から７日以内に瑕疵を治癒しな

ければならない。また，当該期限を遅延したとき，出品店は落札店に遅延ペナルティ

として金１万円を支払うものとし，それ以降７日遅延するごとに金１万円を追加する

ものとする。 

．出品店が前項

店は契約を解除することができる。 

３５条（交通違反等） 

  落札店が落札車両につ

出品店側に迷惑をかけた場合，落札店は，出品店に対して，違反ペナルティとして金３

万円を支払うものとする。 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

クレーム規程 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



クレーム規程 

第１章  総  

 

１条（総則） 

いては，会員が参加したオートオークションを主催する株式会社ユー・  

エ

第２

たＵＳＳオートオークションにおけるクレームの処理につ

い

第３  

ークションにおいて発生する紛争について，理解と協力

を

第４

するに際して，エンドユーザーの立場に立って車両の点検 

２．出品店は，出品車両の車歴，仕様，品質，瑕疵の程度等必要事項を誠実に申告しな 

第５条（落札店の車両確認義務） 

る場合，十分な下見をして落札し，さらに落札後もク

レ

第６条（クレーム申立の方法） 

の申立は，必ずＵＳＳを介して行うものとする。 

たも

３．メーカーの保証で対応できるクレームについては，メーカーに対して行うものとす

第７

金減額請求と契約の解除とする。 

品を供給することができ 

３．落札店は，契約解除の期限内に，契約の解除に代えて代金減額請求を行うことがで 

 

 

    則

第

本規程にお

ス・エスまたはその子会社をＵＳＳと称する。 

条（本規程の適用範囲） 

本規程は，会員が参加し

て定めるものである。 

条（紛争の円満解決）  

出品店および落札店は，オ

もってこれにあたり，紛争を円満に解決するよう努めるものとする。 

条（クレーム防止義務） 

１．出品店は，車両の出品を

整備を行い，クレームの発生を事前に防止するよう努めなければならない。 

ければならない。 

落札店は，出品車両を購入す

ーム申立期限内に当該車両とオークション出品票との相違がないことを再度確認し

なければならない。 

１．落札車両についてクレーム

２．クレームの申立は，車両１台について１回のみとする。ただし，ＵＳＳが認め

のについてはこの限りではない。 

る。ただし，保証書の名義変更に保証継承費用（点検整備費等）を要する場合，出品

店はＵＳＳの定めるこの費用の一部を落札店に支払うものとする。 

条（クレームの内容） 

１．クレームの内容は，代

２．出品店は，ＵＳＳが認めた場合，代金減額に代えて当該部

る。 

きるものとする。 



第８条（クレームの申立期限） 

号に定める期限内にＵＳＳに対して行わなければならな

① 関・機構上の不具合，またはオークション出品票の記載事項と相違す

② レスト，保護棒，スペアタイヤ， 

，

③ ークション出品票に記載された装 

④ 送り部品の作動不良または後日送り部品により発覚する作動不良については，

⑤ 合，落札店が遠方の会員（各会場により定める地域）につ

⑥ と相違する場合であっても，車検残違い等譲渡書 

る 

 

第２章  代金減額請求 

第９条（代金減額請求） 

構上の不具合またはオークション出品票の記載事項と相違が存

２．代金減額請求の交渉は，ＵＳＳを介して行うものとする。 

１．クレームの申立は，次の各

い。ただし，ＵＳＳがやむを得ない事情によると認める申立の遅延についてはこの限

りではない。 

 落札車両の機

る場合は，オークション開催日から５日以内 

 容易に車外へ持ち出せる標準装備品（ヘッド

ジャッキ，工具等）の不足については，オークション開催日から５日以内。ただし

ＵＳＳが落札車両搬出時の確認をしたもの限る 

 容易に車外へ持ち出せる装備品であっても，オ

備品やそれに付属する部品（リモコンスイッチ，ナビディスク等）および整備手帳

（メーカーが発行するもので必要事項が記載された保証書付のものに限る）の不足

については，譲渡書類到着日から５日以内。ただし、出品店により送付部品の後日

送りが出品票に記載されている場合の申告期限は，オークション開催日より１ヶ月

以内 

 後日

部品到着日から５日以内 

 第１号および第２号の場

いては，オークション開催日から５日以内または成約車両到着から２４時間以内。た

だし，クレームの申立が翌オークション開催日以降になる場合は，ＵＳＳに対しその

旨を事前申告することを要する 

 オークション出品票の記載事項

 類より判明するものについては，譲渡書類到着日から５日以内 

⑦ 重大クレームについては，別紙重大クレーム一覧表の定めによ

 

 

１．落札車両に機関・機

する場合は，落札店は，出品店に対して落札代金の減額請求ができる。ただし，ＵＳ

Ｓが相当でないと判断したときはこの限りではない。 

 

 

 



第１０条（代金減額請求が認められない場合） 

のとする。 

ークションに出品して成約

② が商談落札の車両の場合（ただし，オークション出品票のセールスポイン

③ したとき 

スポイン 

⑤ 円）の機関・機構等の不具合（ただし，オークション出

⑥ の不具合（ただし，オークション出

⑦ 車は３万円）の場合（ただし，オー

⑧ 上の車両，走行距

⑨ ション出品票のセールスポイント等

⑩ 税関通過を含め）された車両 

認めた場合にはこの限りでは 

 

第３章 契約の解除 

                               

について下記の事由が存する場合，別紙重大クレーム一覧表記

① 書類の全部または一部の提出が，オークション開催日より１ヶ月以上遅 

②  盗難，車台ナンバー改ざん等により完全な所有権の移転ができないとき 

１．下記の場合には代金減額請求を認めないも

① 落札店が落札車両を転売したとき，または他のオートオ

したとき 

 落札車両

ト等の記載箇所，エンジン・ミッション等主要箇所を除く） 

落札店が落札車両の不具合を出品店の確認をとることなく加修

④ 標準装備品以外の装備品の不具合（ただし，オークション出品票のセール

ト等の記載箇所は除く） 

 ２万円未満（輸入車は３万

品票のセールスポイント等の記載箇所は除く） 

 新車登録日から４年以上経過した車両の電装品

品票のセールスポイント等の記載箇所は除く） 

 不足部品はあるがその価格が２万円未満（輸入

クション出品票のセールスポイント等に記載された部品は除く） 

 修復歴車，災害車，粗悪車，並行輸入車，走行距離が１０万㎞以

離不明車，メーター改ざん車，初度登録より１５年以上経過した車両，落札車両代金

が２０万円未満の車両（ただし，オークション出品票のセールスポイント等の記載箇

所，エンジン・ミッション等主要箇所を除く） 

 落札代金が５万円未満の車両（ただし、オーク

の記載箇所はのぞく） 

 日本国外へ輸出（国内

２．前項の場合でも，代金の減額が相当であるとＵＳＳが

ない。 

 

        

第１１条（契約の解除） 

１．落札店は，落札車両

載の契約解除受付期限内に限り，催告を要せずＵＳＳを介して契約を解除することが

できる。 

 移転登録

延したとき 

 



③ 担保設定等により完全な所有権の移転ができない場合で，当該担保等を申告のあっ

④ 全な所有権の移転または 

⑤ 接合車であることが判明したとき 

ずる

⑦ 該車両の品質との間に重大な相違が存するとき 

２．落札車両代金が５万円未満の車両について，修復歴車，スポット溶接部品交換車，

３．第１項により契約が解除された場合，出品店は落札店に対して，落札店が被った後

第１２条（その他ＵＳＳが認める欠陥と契約解除） 

ＵＳＳが認めた場合，落札店は，催

告

第

額請求について売買当事者間に調整がつかない場合，もし 

２

た日から１ヶ月以内に出品店がそれを抹消できないとき 

 リサイクル法における引取り報告，交通違反等により完

車検の取得が出来ない場合で、それらの事由について申告のあった日から１ヶ月以内

に出品店がその瑕疵を治癒できないとき 

 災害車（冠水歴車，消火剤散布歴車等），

⑥ メーター改ざん，走行距離不明およびメーター交換された車両またはそれに準

車両であることが判明したとき 

 オークション出品票の記載と当

ただし，解除が相当でないとＵＳＳが判断したものについてはこの限りではない 

粗悪車，ボディ上面等に対する多数の小凹（ＵＳＳが修復を容易でないと認めたもの

も含む）の申告漏れ，改造内容（ＵＳＳが良識を超えた改造と判断したもので，フレ

ーム・主要パーツの改造および車検に通らない部品の溶接取付，ボディ寸法の変更等

も含む）の申告漏れ等についての契約の解除および代金減額請求は認めないものとす

る。 

記重大クレーム一覧表記載の損害の賠償をするとともに，同表記載のペナルティを支

払うものとする。なお，契約解除の際に発生する加修費および転売後の費用について

はＵＳＳが認めたものに限る。 

前条に関わらず，落札車両に重大な欠陥があると

を要せずＵＳＳを介して契約を解除することができる。この場合，ＵＳＳは別途に契

約解除の申立期限，損害賠償の基準を定めることができるものとする。 

１３条（あっせん・仲裁） 

１．契約の解除または代金減

くは特殊事情により例外処理を必要とする場合，ＵＳＳは公平，中立の立場であっせ

んまたは仲裁をするものとし，売買当事者はその裁定結果に無条件で従うものとする。 

．売買当事者が前項の裁定結果に従わない場合は，除名またはオークションへの参加 

停止等の処分を科すことができる。 

 

 

 

 

 

 



重大クレーム一覧表（落札店から契約解除可能なクレーム） 

償の基準 条 クレーム内容 契約解除 ペナルティ 損害賠

文 受付期限 

11

条

① 

移転登録書類の全部また キャンセル

類遅延ペ

落札代金 

往復陸送代は一部の引渡がオークシ

ョン開催日より１ヶ月以

上遅延した車両 

出品店が契

約解除の通

知をするま

で 

ペナルティ

１０万円 

 

書

ナルティ 

落札店迄の

落札手数料相当額 

加修費 

 

11 盗難，車台ナンバー改ざん 無制限 落札代金（落札店から

迄の往復陸送代

条

② 

等により完全な所有権の

移転ができない車両（盗難

車等を理由とし車両また

は譲渡書類が裁判所の保

全決定，刑事事件の証拠と

して差押押収された場合，

出品店へ車両または譲渡

書類の返還なしに契約を

解除することができる） 

５万円 

の申告がオークション

開催日から６ヶ月を超

えている場合は，ＵＳ

Ｓオートオークション

における取引価格によ

る） 

落札店

落札手数料相当額 

加修費 

11 開催日から ５万円  

往復陸送代条

③ 

担保設定等により完全な

所有権の移転ができない

場合で，当該担保等を申告

があった日から１ヶ月間

以内に出品店がそれを抹

消できない車両 

６ヶ月以内

落札代金

落札店迄の

落札手数料相当額 

加修費 

 

11 ける引 開催日から キャンセル

延ペナル

落札代金 

往復陸送代条 

④  

リサイクル法にお

取り報告，交通違反等によ

り所有権の移転または車

検の取得が出来ない場合

で、出品店が申告のあった

日から１ヶ月以内に瑕疵

の治癒ができない車両 

６ヶ月以内 ペナルティ

５万円 

 

遅

ティ 

落札店迄の

落札手数料相当額 

加修費 

 

接合車 開催日から

６ヶ月以内

11

災害車（冠水歴車，消火剤

散布歴車等） ３ヶ月以内

５万円 落札代金 

往復陸送代

加修費 

条 

⑤ 開催日から

落札店迄の

落札手数料相当額 



・メーター改ざん車両 

・純正メーター交換により

 

５万円 

の往復陸送代

相当額 

利

ない） 

走行距離が変わる車両

・桁数の不足によりメータ

ーが１周以上し走行距

離が変わる車両 

開催日から

６ヶ月以内

ただし，整

備手帳等か

ら判明する

場合は整備

手帳等受領

日から１ヶ

月以内   

落札代金 

落札店迄

落札手数料

加修費 

転売後の実費（販売

益は含ま

走行距離が

変わる 

５万円 

 

落札代金 

落札店迄の往復陸送代

相当額 

利

ない） 

落札手数料

加修費 

転売後の実費（販売

益は含ま

規格外メー

ターに交換

走行距離が

変わらない 

なし 

送代

相当額 

されている

車両 

 

落札代金 

落札店迄の往復陸

落札手数料

走行距離が

変わる 

２万５千円 社外メータ

ーが取り付

い 

代

相当額 けられてい

る車両 

走行距離が

変わらな

開催日から

１ヶ月以内

なし 

落札代金 

落札店迄の往復陸送

落札手数料

 

11

条 

明申

譲渡書類 

到着日から  

 

 

札店迄の往復陸送代

相当額 

⑥ 

 

・メーター交

・走行不

換申告の相違 

告の相違 
 
 

１ヶ月以内

 

なし 落札代金 

落

落札手数料

加修費 

11
条

度登録年の相違（出品票

記載の初度登録年が新 着日から

５万円 

の往復陸送代

相当額 ⑦ 

初

しい場合） 

譲渡書類 

到

５日以内 

落札代金 

落札店迄

落札手数料

加修費 



・初度登録年の相違（出品

票記載の初度登録年が

古い場合） 

・グレードの相違 

・型式，排気量の相違 

・準グレード（限定車，記

念車，パッケージ等）の

相違 

・実存しない年式 

・並行輸入車の申告漏れ 

・バンにおける２，３人乗

りの申告漏れ 

・荷台乗せ換えかつ非公認

の申告漏れ 

・改造内容の申告漏れ 

（ＵＳＳが良識を超えた

改造と判断したもので，

フレーム・主要パーツの

改造および車検に通ら

ない部品の溶接取付，ボ

ディ寸法の変更等，車検

証によらなければ判断

が不可能な場合のみ） 

・乗車定員の申告相違 

・積載物制限の申告漏れ

（ダンプの土砂禁等） 

・積載量の申告相違 

譲渡書類 

到着日から

５日以内 

なし 落札代金 

落札店迄の往復陸送代

落札手数料相当額 

加修費 

 

新車整備手帳の欠品（ただ 

し，メーカーによる保証期 

間を過ぎているものは除

く） 

譲渡書類 

到着日から

５日以内 

なし 落札代金 

落札店迄の往復陸送代

落札手数料相当額 

 



・エンジンの相違（ターボ

無し等） 

・シフト，SR，PS，PW 

ナビ，TV，AC，WAC 革シ

ート，エアバッグ，ABS，

ハンドル位置，駆動方式

等の仕様の相違 

・修復歴車，スポット溶接

部品交換車（修復歴車は

除く），粗悪車 

・改造内容の申告漏れ（Ｕ

ＳＳが良識を超えた改

造と判断したもので，フ

レーム・主要パーツの改

造および車検に通らな

い部品の溶接取付，ボデ

ィ寸法の変更等，目視で

判断が可能なもの） 

・ボディ上面等に対する多

数の小凹の申告漏れ（Ｕ

ＳＳが修復を容易でな

いと認めたもの） 

・地域限定車，登録遅れ車

等 

・車名の相違 

・後期モデル申告の相違 

・輸入車用年式申告の相違

（モデル年式をあらわ

さないメーカーについ

ては，ＵＳＳが妥当でな

いと認めたもの） 

・軽自動車の普通車再登録

の申告漏れ 

・積算計不動（走行不明車

およびメーター改ざん

車は除く） 

開催日から

５日以内 

なし 落札代金 

落札店迄の往復陸送代

落札手数料相当額 



・社外サンルーフ取付の申

告漏れ 

・社外または規格外ター

ボ，スーパーチャージャ

ー，キャブレター等取付

の申告漏れ（ディーラー

等での後付含む） 

・トラックにおける荷台等

の年式が車台の登録年

より２年を超えて古い

場合 

開催日から

５日以内 

  なし 落札代金 

落札店迄の往復陸送代

落札手数料相当額 

・シフト改造（乗せ替え） 

・エンジン規格外 

・エンジン内部の改造 

・エンジン型式の打刻欠損 

開催日から

１ヶ月以内

２万５千円 落札代金 

落札店迄の往復陸送代

落札手数料相当額 

加修費 

 

車歴の相違（ワンオーナー

を含む、ただし積載量が標

準で２ｔ以上のトラック

および乗車定員１１人以

上のバスにおける事業

用・レンタカーの申告漏れ

は除く） 

 

譲 渡 書 類

到着日から

１０日以内

ただし，整

備手帳等か

ら判明する

場合は整備

手帳等受領

日から５日

以内    

２万５千円 落札代金 

落札店迄の往復陸送代

落札手数料相当額 

加修費 

 

 

 

平成２０年３月１日改訂 

 


